
○宮城県保健福祉部障害福祉課の首藤と申します。

○私からは「サービス管理責任者」と「児童発達支援管理責任者」の研修制
度について説明いたします。

○これらの研修は平成３１年４月にカリキュラムの大幅な見直しが行われま
した。また、令和５年６月にも一部制度改正が行われています。
事業所の皆様からも多くのご質問をお寄せいただいていますので、資格取

得までの流れや研修受講に必要な要件等についてお話しする場を頂戴した次
第です。

○なお、本日の説明の中では、サービス管理責任者と児童発達支援管理責任
者を併せて「サビ児管」という略称を用いますので、ご承知ください。
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○始めに、資格取得までの流れをご説明いたします。

○まず、資格の取得には、「基礎研修」と「実践研修」という２種類の研修
を修了する必要があります。

○「基礎研修」の受講には一定の実務経験が必要ですが、サビ児管として従
事するために必要な実務経験を満たす２年前から受講が可能となります。

○次の「実践研修」は、「基礎研修」を修了した後、原則として２年以上の
実務経験がある方が受講対象です。

○なお、令和5年６月の制度改正により、例外的に６カ月間以上のOJTに従事
することでも「実践研修」を受講できるようになりました。
こちらにつきましては、後ほど「４ 制度改正」でご説明します。

○「実践研修」まで修了いただくとサビ児管の資格を取得できますが、その
後は５年度ごとに「更新研修」を繰り返し修了する必要があります。
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○続いて、研修の受講や、研修の修了後に事業所で従事いただくための実務
経験について説明いたします。

○実務経験として年数を算定できる事業や施設は、このページでお示しして
いる厚生労働省・こども家庭庁の告示に定められています。

○ご自身の職歴がいずれの事業・施設等に当たるかご不明な場合は、勤務先
の管理者などへお尋ねいただきますようお願いいたします。
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○続く４と５のスライドでは、実務経験の対象となる事業や施設を一覧にし
ておりますので、後ほどご確認いただきますようお願いいたします。
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○続いて、「基礎研修」のみを修了し、まだ「実践研修」を修了していない
方の取扱いについて説明いたします。

○「基礎研修」は、「実践研修」の受講資格を取得するための研修であって、
原則として、「実践研修」まで修了してなければサビ児管として従事できま
せん。

○ただし例外として、このスライドに掲載した３つの場合では、「基礎研
修」のみを修了した方もサビ児管として従事できます。

○１つ目は、令和４年３月３１日までに「基礎研修」を修了しており、かつ、
サビ児管として従事するための実務経験もお持ちの場合です。
この場合、「基礎研修」の修了日から３年以内に限って従事できます。
３年を超えて引き続き従事するためには、「実践研修」を修了しているこ

とが必要になりますので、計画的に受講するようにしてください。

○２つ目は、資格を取得済みのサビ児管が既に同じ事業所で配置されている
場合です。
この場合は、例外の１つ目と異なり、従事できる期間に制限はありません。
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○３つ目は令和5年６月の制度改正で追加されたものであり、やむを得ない
事由によりサビ児管を欠いた事業所においては、
一定の要件を満たした基礎研修修了者がサビ児管等として従事できるよ

うになりました。
ただし、従事できる期間はサビ児管を欠いた日から２年間以内です。
また、やむを得ない事由による措置でサビ児管を配置する場合には、指

定権者である仙台市に事前に相談して了承を得る必要があります。
ここでいう「一定の要件」については、後ほど「４ 制度改正」でご説

明いたします。
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○次に、令和5年度の研修の実施スケジュールをご紹介します。

○現在、宮城県においては、県主催研修として、委託を受けた社会福祉法人
宮城県社会福祉協議会（県社協）が基礎研修・実践研修・更新研修を実施し
ているほか、
県から指定を受けた株式会社中川が基礎研修を実施しています。

○県社協の実践研修・更新研修はすでに募集を修了しています。
基礎研修は１２月に実施予定で、９月～１０月頃に受講希望者の募集を行

う予定です。
募集を開始する際には、県社協のホームページで申込方法等を公開するほ

か、
県から各事業所運営法人の皆様に、ご案内のメールをお送りします。

○株式会社中川の基礎研修は複数回実施しており、２月に実施する分の受講
希望者を募集中です。
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○最後に、令和5年６月３０日に行われた制度改正についてご説明いたします。

○改正のポイントは２点あり、１点目は「実践研修の受講に係る実務経験・

OJTについて」です。

○実践研修を受講するためには、基礎研修修了後に２年以上の実務経験が必
要になるのが原則ですが、

制度改正により、一定の要件を満たした場合には、例外として６月以上で
受講可能になりました。

○２点目は「やむを得ない事由による措置ついて」です。

○退職や病休等のやむを得ない事由によりサビ児管を欠いた事業所において、
従来も１年間に限って、サビ児管としての従事に必要な実務経験を有してい
る方をサビ児管とみなして配置できましたが、

制度改正により、一定の要件を満たした基礎研修修了者を最長２年間にわ
たり、サビ児管とみなして配置できるようになりました。

○次ページ以降で、詳細な要件等について確認していきます。
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○まずは「実践研修の受講に係る実務経験・OJTについて」です。

○満たすべき要件は３つあり、１つ目が、基礎研修受講時点で、サビ児管と
して従事するための実務経験を満たしていることです。

○２つ目の要件は、障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成
の業務に６月以上従事することです。

○基礎研修のみを修了した方が個別支援計画作成の業務に従事するケースと
しては、

・すでに資格を取得済みのサビ児管が配置されている事業所において、
計画の原案作成に従事する場合

・やむを得ない事由によりサビ児管を欠いている事業所において、サビ
児管としてのみなし配置により計画作成に従事する場合

が想定されます。

○３つ目の要件が、個別支援計画作成の業務に従事することを、指定権者で
ある仙台市に届け出ることです。

○この３つの要件をすべて満たした方だけが、６月の実務経験で実践研修を
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受講できます。
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○このページにあるフロー図で、「６月で実践研修を受講できるのか」が順
を追って確認できます。

○まずは３～８年の実務経験、つまりサビ児管としての従事に必要な実務経
験があり、かつ、それが基礎研修受講時点であったことが大前提になります。

○次に基礎研修終了後のOJTは、個別支援計画作成の一連の業務により行う
必要があり、そのことを指定権者に届け出なくてはいけません。

○なお、この例外により実践研修を受講する場合には、受講申し込みの際に、
指定権者へ提出した届出の写しを添付する必要がありますので、届出は確実
に行ってください。

○このフロー図をすべて「はい」で進めた人が、６月での受講が可能になり
ます。

○基礎研修と実践研修の間隔を短縮することで、サビ児管になるまで期間が
短くなりますので、

今後、皆様の所属している事業所で実践研修を受講する予定のある方がい
らっしゃる場合には、
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要件に該当するのかをよく確認した上で、この制度の活用をご検討いただ
ければと思います。
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○続いて、「やむを得ない事由による措置ついて」です。

○こちらも満たすべき要件は３つあり、１つ目が、サビ児管として従事する
ための実務経験を満たしていることです。

○２つ目の要件は、サビ児管が欠如した時点で既に基礎研修を修了済みであ
ることです。

○３つ目の要件は、サビ児管が欠如する以前から、その事業所に配置されて
いることです。

○この３つの要件をすべて満たした方だけが、みなし配置の対象となります。
みなし配置ができるのは実践研修を修了するまでの間で、最長でサビ児管

を欠いた日から２年間です。
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○このページにあるフロー図で、「みなし配置の対象になるのか」が順を
追って確認できます。

○まず、サビ児管を欠いた理由が「やむを得ない事由」であると指定権者で
ある仙台市が認めていることが大前提です。

先ほど申し上げたとおり、事前に仙台市へ相談するようにしてください。

○次に、３～８年の実務経験、つまりサビ児管としての従事に必要な実務経
験があることが条件になります。

○さらに、サビ児管を欠いた時点で基礎研修を修了済みであり、サビ児管を
欠く以前から当該事業所に配置されている必要があります。

○このフロー図をすべて「はい」で進めた人が、最長２年間のみなし配置の
対象になります。

○サビ児管が欠如しないことが理想ではありますが、事業所の人員要件にも
関係してくる内容ですので、要件とあわせて把握しておいていただけると幸
いです。
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○私からの説明は以上となります。

○研修制度の関係でご不明点等がございましたら、県のホームページに掲載
している各種資料をご覧いただくか、県障害福祉課までお問い合わせくださ
い。

○この度は、貴重なお時間を頂戴し、ありがとうございました。
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